
​令和８年度那須塩原市要支援児童放課後応援事業業務委託​

​（西那須野地区・塩原地区）仕様書​

​１　事業名​

​　​​令和８年度那須塩原市要支援児童放課後応援事業業務委託（西那須野地区・塩原​

​地区）​

​２　事業の目的​

​　本事業は、養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対し​

​て、居場所を開設し、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事​

​の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつ​

​なぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐​

​待を防止し、児童の最善の利益の保証と健全な育成を図ることを目的とする。​

​３　事業期間​

​　⑴　業務準備期間​

​　　　契約日の翌日から令和８年３月３１日まで​

​　⑵　業務委託期間​

​　　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで​

​４　履行場所（事業対象区域）​

​　那須塩原市内（西那須野地区・塩原地区）​

​５　契約方法​

​　公募型プロポーザル方式による随意契約​

​６　委託業務の内容​

​養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、放課後​

​等に以下の支援等を行うものとする。​

​⑴　安心・安全な居場所の提供​

​⑵　生活習慣の形成（片付けや手洗い、うがい等の健康管理の習慣づけ、日用品​

​の使い方に関する助言等）​

​⑶　学習の支援（宿題の見守り、学校の授業や進学のためのサポート等）​

​⑷　食事の提供​

​⑸　課外活動の提供​

​⑹　学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携及び関係構築​

​⑺　保護者への情報提供、相談支援​

​⑻　送迎支援（居場所と対象児童の居宅、学校等）​

​７ 委託料​

​⑴　提案上限額​

​　　　委託料の総額は、９９，９７６，０００円以内とし、各年度の提案上限額​

​は、次のとおりとする。​

​　令和　７年度　　２，９８２，０００円以内（非課税事業）​



​　令和　８年度　１８，２７０，０００円以内（非課税事業）​

​　令和　９年度　１８，８１８，０００円以内（非課税事業）​

​　令和１０年度　１９，３８２，０００円以内（非課税事業）​

​　令和１１年度　１９，９６３，０００円以内（非課税事業）​

​　令和１２年度　２０，５６１，０００円以内（非課税事業）​

​　　※令和７年度の委託料は、当事業を新たに実施する事業者に限る。​

​⑵　委託料に含まれる費用​

​　　　人件費（賃金・法定福利費・福利厚生費・通勤交通費・研修費・旅費）、賃​

​借料、食材料費、支援費、光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、消耗品​

​費、損害賠償責任保険料、事務費、その他市長が必要と認める経費。​

​⑶　委託料の支払​

​　　　毎月払いとする。ただし、令和７年度は１回払いとする。​

​　　　受注者は、業務期間中、毎月の業務完了後翌月１０日まで（３月業務分に​

​あっては３月末日）に業務完了報告書を提出し、市の確認を受けなければなら​

​ない。​

​　　　なお、受注者は、市による業務完了報告の確認を受けた後、当該業務完了分​

​委託料を市に請求するものとする。市は、当該請求を受けたときはその日から​

​起算して３０日以内に受注者に委託料を支払う。金額は各年度の委託料の１２​

​分の１とし、１００円未満の端数が出たときは、各年度の最終月の支払い時に​

​精算する。​

​８　事業実施の体制​

​⑴　支援の提供日​

​　月曜日～金曜日（長期休業中を含む。）のうち週４日以上​

​⑵　支援の提供時間​

​　◯学校の授業の休業日以外の日（平日）​

​　学校の授業終了後から原則１８時以降。​

​　◯学校の授業の休業日（長期休暇期間等）​

​　１日８時間以上（原則１０時から１８時）を提供時間とすること。​

​⑶　支援対象児童​

​　　　市が要保護児童対策地域協議会で協議の上、選定した要保護児童及び要支援​

​児童が対象となる。（ただし４歳未満児を除く）​

​　　　なお、支援対象は、事業対象区域内（西那須野地区・塩原地区）の児童を基​

​本とするが、家庭の都合により黒磯地区に居住する児童も対象とすることがあ​

​る。​

​⑷　定員​

​　１日あたり８人程度​

​⑸　「居場所」​

​　　　「居場所」については、自己所有、賃貸を問わないが、８人程度（受け入れ​

​する人数）の児童に支援を提供することに支障がない広さを有する西那須野地​

​区・塩原地区内にある建物で、継続・安定した事業運営ができることが要件と​

​なる。​

​　また、送迎の利便性なども考慮すること。​

​　　　「居場所」の設備として、以下のものが必要となる。​



​　　　①衣服を洗濯・乾燥させる設備​

​　　　②入浴させるための設備​

​　　　③食事を提供するための設備​

​　　　④学習を支援するための設備​

​　　　⑤保護者からの相談を受けるためのプライバシーの保護が可能な相談スペー​

​ス​

​　　　⑥送迎用の自動車を用意し、道路運送車両法に基づき自動車を運輸支局等に​

​登録し、検査を受けること。​

​⑹　職員配置​

​　本事業を実施するにあたっては、管理者及び支援員を配置し、必要に応じて​

​心理療法担当職員、ソーシャルワーク専門職員を配置して支援を行うこと。職​

​員の配置にあたっては以下①、②の要件を満たすことに加え、研修の実施や専​

​門的知見を持つ職員及び施設からのスーパーバイズ等により、従事する職員の​

​質の担保に努めること。あわせて、個人情報の適切な管理や守秘義務等につい​

​ても研修を行うこと。​

​　①管理者及び支援員のうち１人以上は常勤職員とし、利用者や関係機関と信​

​頼関係の構築に努めること。​

​　②人員配置にあたっては、児童５人に対し１人以上の職員を目安に配置する​

​こととし、利用児童がいる時間帯については、常時２名以上の職員を現場​

​に配置すること。​

​　なお、配置する職員について１人以上は、児童指導員、保育士、社会福祉​

​士、精神保健福祉士のいずれかの資格、教職員免許法第４条に規定する免許状​

​若しくは児童福祉事業に２年以上従事していた経験を有する者又は心理療法担​

​当職員に該当する者を必ず置くこと。​

​ア　管理者​

​【職務内容】​

​(ｱ)　職務内容​

​主に支援員の指導・調整、運営に関わる管理、関係機関との連携、アセ​

​スメントに基づいた支援計画の作成等を行う​

​(ｲ)　要件​

​児童福祉事業又はそれに類する業務に従事していた十分な経験等を持つ​

​者で、支援員の指導・調整、運営に関わる管理等の現場を統括する能力​

​を有する者​

​イ　支援員​

​【職務内容】​

​(ｱ)　職務内容​

​児童や保護者への支援等を行う​

​(ｲ)　要件​

​児童の福祉の向上に理解と熱意を有する者であって、児童に対して適切​

​な生活支援等ができるもの​

​ウ　心理療法担当職員​

​【職務内容】​

​(ｱ)　職務内容​

​メンタルケア等が必要な利用者に対して、心理的支援を行う​



​(ｲ)　要件​

​学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科もしくは​

​これに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学​

​部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、​

​同法第１０２条第２項の規定により大学院への入学を認められた者で​

​あって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する​

​１年以上の経験を有する者​

​エ　ソーシャルワーク専門職員​

​【職務内容】​

​(ｱ)　職務内容​

​ａ　関係機関における会議への出席​

​ｂ　児童の家庭への訪問を含めた支援​

​ｃ　その他、居場所における児童に必要な支援​

​(ｲ)　要件​

​　児童を対象としたソーシャルワークの業務に従事していた者。なお、​

​ソーシャルワーク専門職員については、社会福祉士又は精神保健福祉士の​

​資格を有することが望ましいものとする​

​⑺　支援の提供の記録​

​　　　支援対象児ごとに記録を作成すること。なお、記録にあたっては別途要綱に​

​定める様式に基づき作成すること。また、保護者から、支援提供の確認を受け​

​ること。​

​⑻　市への報告等​

​　　　事業所で作成した記録及び報告書については毎月提出すること。報告の内容​

​は、関係機関の会議等で説明することがある。また、必要に応じて関係機関の​

​会議等への出席を要請することがあるので、その時は応じること。​

​⑼　衛生管理について​

​　　　支援の提供にあたっては、提供する飲食物や入浴設備等の衛生管理について​

​十分配慮すること。​

​⑽　個人情報の保護​

​　　　本事業の実施により取得した個人情報については、「個人情報の保護に関す​

​る法律施行条例」（令和４年那須塩原市条例第３７号）に基づき、その取扱い​

​に十分留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めるこ​

​と。​

​⑾　非常災害対策について​

​　　　非常災害に備えて、避難訓練等を定めた防災マニュアルを作成し、市に提出​

​の上、市の承認を得ること。​

​⑿　事故発生時の対応について​

​　支援の提供中に事故が発生した場合には、直ちに市に報告すること。​

​　　　受注者に帰すべき事由により賠償すべき事故の場合には、速やかに損害賠償​

​を行うこと。また、このような損害賠償に備え、保険に加入すること。​

​⒀　学校との協議​

​　支援対象児童の通学する学校と送迎時間等の打ち合わせ等の協議を行うこ​

​と。​

​⒁　近隣地域等への配慮​



​　　　事業の運営のためには、地域住民等からの理解と協力が必要であることか​

​ら、近隣住民及び自治会等に対して理解確保に向けた調整を行うこと。​

​⒂　市の指示の遵守​

​　　　事業運営にあたっては、市の指示に従うこと。​

​９　書類の備付け及び保存​

​受注者は、受託事業の実施経過、受託事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類を​

​整備し、事業の終了する日の属する年度の終了後７年間保存すること。ただし、委​

​託期間終了後、受注者が法人を継続できなくなった場合には、書類一式を市に引き​

​渡すこと。​

​10　守秘義務等​

​受注者は、受託事業に関して知り得た秘密を他に漏らしたり、他の目的に使用し​

​たりしないこと。受託事業が完了した後も同様とする。​

​11　その他​

​　事業の実施にあたっては、本仕様書及び関係法令を遵守し、必要な届出がある場​

​合は各機関に届け出ること。​

​12　担当課​

​　​​子ども未来部　子育て相談課​


